
 

 

2024 年度（第 27 回）山口県高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 

 

競 技 規 定 

 

主 催：山口県高等学校中学校ゴルフ連盟 

後 援：山 口 県 ゴ ル フ 協 会 

 

 開 催 日   2024年12月 26日（木） 

 開 催 場 所   宇部72カントリークラブ 万年池東コース 

          〒754-1277  山口県山口市阿知須１２４２３－１ 

                 ℡ ０８３６－６５－３２１１ 

１．競 技 規 則  日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。 

２．競 技 方 法  男子・女子（高校・中学）１８ホールストロークプレー（セルフ） 

           ※スコアラー付き、乗用カートを使用 

３．タ イ の 決 定  第１位がタイの場合は、競技委員長の指定するホールにおいてホールバイホールのプ

レーオフを行い、即日優勝者を決定する。２位以下にタイが生じた場合は、マッチン

グスコアカード方式で決定する。 

４．使 用 球  日本ゴルフ協会発行の最新の公認球リストに記載されているもの。 

５．競技の終了時点  本選手権競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

６．参 加 資 格  山口県の高等学校・中学校の在籍者。参加希望者で主催者が審査承認した者。 

７．賞         各種別とも賞品と賞状 

           ※男子15歳～17歳（高校）の上位５位タイと男子 12歳～14歳（中学）の上位３位タ

イには、2025年度第79回国民スポーツ大会山口県代表選手選考会への出場資格を与

える。（参加有資格者のみ） 

          ※女子 12歳～17歳（高校・中学）の総合成績上位３位タイには、2025年度第

79回国民スポーツ大会山口県代表選手選考会への出場資格を与える。（参加有資格

者のみ） 

８．参 加 料  ２，０００円（＊試合当日精算時に支払うこと） 

９．プ レ ー 費 用  ３，０００円（飲食費、個人的買物は各自負担）※身分証明書を受付に提出すること 

10．参 加 申 込  所定の申込書に必要事項を記入し、申し込むこと。 

           〒747-1292  防府市大字台道３６３５ 

                   高川学園内 山口県高等学校・中学校ゴルフ連盟 

11．申 込 締 切 日  ２０２４年１１月２９日（金）１７時必着のこと 

12．練 習 期 間  １１月１９日（火）～１２月２５日（水）の平日。（月曜日は休場日セルフ営業。） 

土日祝は空きがあれば可。料金については、ゴルフ場にお問い合わせください。 

費用は個人負担。必ずゴルフ場に競技出場の旨を伝えて予約してください。 

平 日：〔選 手〕￥5,620-（プレー代セルフ、消費税込） 

18歳以上は減免の書類を提出すること。 

提出されない場合は、利用税がかかります。 

 〔同伴者〕￥8,400－（プレー代セルフ、利用税・消費税込） 

※乗用カート付セルフプレー。担ぎのラウンドは不可 

※練習期間 11/19～25 ティには大会標示板はありません。 

ティの距離表示を見て各自の使用ティを確認してください。 

13．指 定 練 習 日  ２０２４年1２月２５日（水）選手に限る/￥3,500－（プレー代セルフ、消費税込） 

※山口県高等学校中学校ゴルフ連盟にて組合せを作る。 

14．開会式・閉会式  行わない（簡易な表彰式を行います） 

15．問 い 合 わ せ  山口県高等学校中学校ゴルフ連盟  高川学園内  橋本 隆生 迄 

                     ＴＥＬ ０８３５－３３－０１０１ 

                     ＦＡＸ ０８３５－３２－３５１１  



 

 

2024 年度（第 27 回） 

山口県高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 

 

 

 大会会長  渡邉 篤夫 様 

ふりがな   必ず○で囲むこと 

氏   名   男子 女子 

住   所 

〒    － 

 

 

                          TEL（     ）       － 

生年月日 平成    年   月   日  （満    歳）   

学 校 名 

ふりがな 

       学年 

           立                 高等学校・中学校 

最近の３Ｒ 

のスコア 

（コース名） 

   平均スコア（１８ホール） 

    

保護者氏名 
 指定練習日（12月25日） 

参 加  ・  不参加 

※ 記入欄は全部明確に記入のこと。 

取得した個人情報は、次の目的のみ利用いたします。 

１．「2024年度（第27回）山口県高等学校・中学校ゴルフ選手権大会」開催及び運営に関する業務。これは、①参加者に対する競

技関係書類の発送、②開催に際し、関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の名前、性別、生年月日、学校名(学年)、なら

びに競技結果の公表を含みます。 

２．参加申込書による参加者の個人情報と、競技結果の記録の保存、ならびに終了後において、必要に応じ、上記１．②記載の公表

事項の便宜方法による公表。 

 

当参加申込書による個人情報を前記利用目的の範囲内で、他に提供(公表)することについて予め、これに同意します。また、本大会

に私の子弟が参加するにあたり、競技参加中の不測の事故に対しては、全ての責任は主催者にない旨を誓約し、大会規定を守り、上

記の通り申し込みます。 

 

   2024年   月   日 

         住   所  〒    －        （上記住所と異なる場合、記入して下さい） 

 

 

        緊急連絡先（℡）    －      － 

          

 

親権者氏名                      印 



 

 

2024 年度（第 27 回）山口県高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 

 

ローカルルールおよび競技の条件 

 

開 催 日：2024年12月26日（木） 

開催コース：宇部72カントリークラブ 

万年池東コース  

 

本競技では、日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則(2023年1月施行)と下記ローカルルールおよび競技の条件を適用

する。ローカルルールと競技の条件の修正や追加については競技会場のインフォメーションにて確認すること。

別途規定されている場合、または適用規則が明示されている場合を除き、本ローカルルールおよび競技の条件の

違反の罰は一般の罰(2打罰)とする。 

ローカルルール 

１．アウトオブバウンズ（規則 18.2） 

アウトオブバウンズ(ＯＢ)は白杭をもってその境界を標示する。なお、現にプレーしているホールのＯＢの

境界を越えて、他のホールに止まった球はＯＢの球とする。 
 

２．ペナルティーエリア（規則 17） 

1)レッドペナルティーエリアは赤杭または赤線をもってその縁を標示する。線と杭が併用されている場合は

線がその縁を標示する。 

2) No.3，No.7，No.10，No.11，No.12，No.15，No.16 では、ペナルティーエリアの 1 打の罰に基づく救済の

選択肢として、ドロップゾーン(黄線で標示)を設置する。このドロップゾーンは救済エリアであり、球はその

救済エリアにドロップされ、その救済エリアに止まらなければならない。 
     

３．異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則 16） 

  （a）修理地   

1）修理地は青杭を立て、白線で囲まれた区域とする。 

  （b）動かせない障害物   

1）Ｕ字排水溝はジェネラルエリアの動かせない障害物として扱われ、ペナルティーエリアではない。 

2）人工の表面を持つ道路に隣接しているＵ字排水溝は、その道路の一部とみなす。 

3）電磁誘導カート用の２本の人工の表面を持つ軌道は、全幅をもってカート道路とみなす。 

4）舗装道路および電磁誘導カート用の 2本の表面を持つ軌道とこれに接する裸地は、ひとつの動かせない障

害物として扱う。ただし、その裸地は、脱輪等により裸地になったと思われるわだち程度の合理的な幅の

部分とし、道路に接する広範囲にわたる裸地はこの限りではない。   
 

４．不可分な物 

  次のものは不可分な物であり、罰なしの救済は認められない。 

  1）ペナルティーエリア内の護岸用の構築物 
   

５．クラブと球 

1)プレーヤーがストロークを行うために使うドライバーは、R&A が発行する最新の適合ドライバーヘッドリ

ストに掲載されているクラブヘッドを持つものでなければならない。このローカルルールに違反したクラブ

でストロークを行ったことに対する罰：失格 

2)ストロークを行うために使用する球は、R&A が発行する最新の適合球リストに掲載されていなければなら

ない。このローカルルールの違反の罰：失格 
 

６．用具の使用（規則 4.3） 

  規則 4.3(4)は次のように修正される：ラウンド中、プレーヤーはいかなる内容であっても個人のオーディオ

やビデオ機器を視聴してはならない。 

 

 



 

 

７．プレーの中断（規則 5.7） 

次の信号がプレーの中断と再開に使われる。 

「危険な状況ではない中断」：短いサイレンを繰り返して通報する。  

      「差し迫った危険のための即時中断」：１回の長いサイレンを鳴らして通報する。 

「プレーの再開」：１回の長いサイレンを鳴らして通報する。 

       なお上記のほかに、本部より競技委員を通じて競技者に連絡する。    
 

８．ホールとホールの間の練習（規則 5.5） 

規則5.5ｂは次のように修正される：終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習ストローク

を行なったり、球を転がすなど、パッティンググリーン面をテストしてはならない。 
 

９．移動 

ラウンド中、プレーヤーは乗用カートに乗車することができる。 
 

10．キャディー（規則 10.3） 

規則10.3は次のように修正される：プレーヤーは委員会によって指定された者以外をキャディーとして使

用することを禁止する。この違反の罰は、違反した各ホールに対して一般の罰を受ける。 

但し、本競技では各組に一人のコースガイド兼スコアラーを配置する。コースガイド兼スコアラーはキャデ

ィーではない。したがってクラブの持ち運びや規則に従って競技者を助けることはできない。 
 

競 技 の 条 件 

１．参加資格 

プレーヤーは本競技の参加資格の条件を満たしていなければならない。 
 

２．最大スコア（規則 21.2）   

本競技では、各ホールの最大スコアを、各ホールのパー数の３倍とする。各ホールにおいて、パー数の３倍

の打数に達したプレーヤーは、そのホールをホールアウト出来なくても、そのホールでのプレーを終了し、

次のホールに進まなければならない。その場合のそのホールのスコアは最大スコアとする。 
 

３．タイの決定  

1位がタイの場合、ホールバイホールのプレーオフにより順位を決定する。2位以下がタイの場合、マッチン

グスコアカード方式により順位を決定する。詳細は競技会場のインフォメーションに掲示する。 
 

４．スコアカードの提出   

プレーヤーのスコアカードは、プレーヤーの両足が所定のスコアリングエリアから出た時点で委員会に提出

されたことになる。 
 

５．競技の結果―競技の終了 

  本選手権競技の結果は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了となる。  
 

注 意 事 項 
 

１．プレーヤーは指定のスタート時刻の１０分前にはティーイングエリア付近に待機すること。 

２．グリーンに著しく損傷を与えるメタルスパイクシューズは使用禁止とする。 

３．コース内への携帯電話の持ち込みを禁止する。 

４．危険防止のため、着帽のこと。 

５．プレーヤーにエチケット違反、または非行があった場合には、委員会は警告、制裁を課すことがある。また、

重大な非行があった場合には規則 1.2aに基づいて失格とする場合がある。 

６．９ホール終了後の待ち時間を利用しての練習はパターのみとする。 

７．競技委員会は、天候の状況等により、競技を短縮もしくは延期することがある。 

競技委員長 渡邉 芳雅 


